
令和３年度

川崎市ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付事業

本カタログは、給付の対象外の方（要介護認定３～５以外の方、

川崎市以外に在住の方）でも、掲載商品の表示料金（税込）にて、

給付なし(自費）でご購入いただけます。どうぞご利用ください。

ジャパウインゆるキャラ

「ジャジャ」

ジャパウインの「紙おむつカタログ」にアクセスして頂きまして、

誠にありがとうございます。本内容は以下の構成となっております。

①令和３年度 ジャパウイン紙おむつカタログ（全８頁）

⇒紙おむつの他にケア用品も取り扱っております。

②紙おむつの給付事業のご案内について

⇒本カタログのご利用方法についてのご説明です。

③川崎市・紙おむつ給付を受けるための流れ

⇒本カタログ掲載商品のご注文から、お受け取り（配達）

までの流れについてご説明しています。

紙おむつカタログ

本内容でわからないことや、ご相談されたいことがござい

ましたら、遠慮なく以下の連絡先にご連絡ください。

株式会社ジャパウイン 介護ショップ
044-542-1237

（月～金９：００～１８：００）

〒212-0007

川崎市幸区河原町１番地 河原町団地１５号棟１０５

↓次頁から「紙おむつカタログ」になります！



















紙おむつの給付事業のご利用について

要介護高齢者が在宅生活を続けられるよう、また、介護しているご家族の

負担を軽減するため、紙おむつ等の介護用品の給付を行っています。

1 対象者

６５歳以上の在宅高齢者で下記の要件にすべて該当する方

① 介護保険法に基づく要介護認定が要介護 3～5と認定された方

② 紙おむつを必要とされている方

※ 医療機関に入院又は施設等に入所している方は対象外です。

※ 有料老人ホームと同様のサービスを受けている場合は、施設とみなします。

※ 対象外の方が給付を受けた場合は全額利用者負担となり、事由発生時に遡っての

請求とな ります。

２サービス内容

月に１度、給付利用限度額(月額 5,000円)の範囲内で介護用品を給付します。

介護用品…紙おむつ類・おむつカバー・防水シーツ・使い捨て手袋・消臭剤・清拭剤・

ドライシャンプー (給付品は組合せで選択可)

※生活保護受給者等は、紙おむつ類・おむつカバーが対象外、給付利用限度額が月額

2,500円になります。

※ 利用限度を超える額については全額利用者負担となります。

※ １ヶ月の利用金額が限度額に満たない場合、翌月以降に繰越すことはできません。

追加注文・再配達することもできません。

３利用料

下記の表に基づき、利用者負担率に応じた利用料を事業者に支払います。

利用者世帯の階層区分 利用者負担率

生活保護法による被保護世帯
0％中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法 律による支援給付受給世帯

減免（市民税非課税世帯で、かつ生活困窮者）

川崎市在宅福祉サービス利用負担額減額事業実施要綱に基づく減額対
象者

5％

市町村民税本人非課税 10％

市町村民税本人課税 20％

※ 階層区分は毎年 8月に見直します。ただし、生活保護や減免対象者については、その

都度区分に応じた見直しを行います。

４新規利用の申請

利用を希望する方は、各区高齢・障害課又は各地区健康福祉ステーション高齢・

障害担当に申請します。



５新規利用の決定

申請後、利用の可否を決定し、結果を通知します。

決定通知書の決定効力発生日が 1～20 日までの場合は当該月、21 日から末日までの場

合は翌月から給付（配送）を開始します。事業者から連絡がありますので、紙おむつ等

の希望商品を伝えてください。（事業者・取扱品一覧は区役所で確認できます。）

６ 変更

事業者の変更、市内転居、生活保護受給状況の変更等の場合は、各区高齢・障害課又は
各地区健康福祉ステーション高齢・障害担当に申請が必要です。

事業者の変更は、決定通知書の決定効力発生日が 1～20 日の場合は翌月から、21 日か

ら末日の場合は翌々月からとなります。

７ 廃止（停止）

次に該当する場合は本事業の対象外となりますので、各区高齢・障害課又は各地区健康
福祉ステーション高齢・障害担当に廃止（停止）の申請が必要です。

①要介護度が３～５以外となった又は認定期間が満了したとき（更新が遅れると廃止に

なる場合があります）

②要綱で定める施設等に入所したとき

③医療機関への入院又は自宅以外の場所での宿泊が１か月に達するとき

④死亡、市外転出、その他紙おむつを必要としなくなったとき

※職権により廃止（停止）する場合があります。

※対象外の方が給付を受けた場合は全額利用者負担となり、事由発生時に遡っての請求

となります。

８ 申請窓口・問い合わせ

区役所・地区健康福祉ステーション 住 所 電 話

川崎区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 川崎区東田町８ ２０１-３０８０

大師地区健康福祉ステーション 高齢･障害担当 川崎区東門前２-１-１ ２７１-０１５７

田島地区健康福祉ステーション 高齢･障害担当 川崎区鋼管通２-３-７ ３２２-１９８６

幸区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 幸区戸手本町１-１１-１ ５５６-６６１９

中原区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 中原区小杉町３-２４５ ７４４-３２１７

高津区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 高津区下作延２-８-１ ８６１-３２５５

宮前区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 宮前区宮前平２-２０-５ ８５６-３２４２

多摩区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 多摩区登戸１７７５-１ ９３５-３２６６

麻生区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 麻生区万福寺１-５-１ ９６５-５１４８
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川崎市にお住まいで、６５歳以上の在宅高齢者で要介護3～5と認定された方及び

紙おむつを必要とされている方が対象者となります。

利用を希望する方は、担当ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰさんに相談または、各区役所高齢・障害課

又は各地区健康福祉ステーション高齢・障害担当に問い合わせください。申請窓口

・問い合わせ一覧は、「紙おむつの給付事業のご利用について」の※８ 申請窓口

・問い合わせをご覧ください。（このファイルの2枚目裏参照）

申請書類＝高齢者在宅サービス利用申出書を記入の上、「各区役所高齢・障害課

又は各地区健康福祉ステーション高齢・障害担当」に提出します。※「８ 申請窓口・

問い合わせ」をご覧ください）（このファイル2枚目裏参照）

紙おむつ給付事業所から連絡が入ります。初回の注文に関して、決定通知書の決定

効力発生日によって配達月が変わりますのでご注意ください。「紙おむつの給付事業

のご利用について」の ※「５新規利用の決定」をご覧ください ※決定効力発生日が

1～20日までの場合は当該月、21日から末日までの場合は翌月から給付（配送）を

開始します。（このファイル8枚目の決定通知書及び2枚目裏参照）

紙おむつ給付事業所ごとで若干取扱い商品が異なりますので、紙おむつ給付事業

所がカタログを持参します（ここで注文頂くか、後日カタログ確認後電話注文になり

ます）

ご注文商品が入荷しましたら、ご連絡後ご自宅へ配達いたします。「代金引換」にな

ります。

川崎市・紙おむつ給付を受けるための流れ

①

申請後、利用の可否が決定し、結果＝「ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活

用具決定通知書」が送られてきます（1から2週間後）、可の場合は希望事業者にも

同じ決定通知書が送られます。（このファイル8枚目参照）
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